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議案第１７６号 

 

   請負契約の締結について 

 

 令和４年度小学校施設整備事業東西条小学校長寿命化改良及び増築工事（機械）

その２の請負契約を次のとおり締結することについて、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２

条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和４年１２月２２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

  令和４年度小学校施設整備事業東西条小学校長寿命化改良及び増築工事（機

械）その２ 

２ 契約の方法 

  条件付一般競争入札 

３ 契約金額 

  １億９,８００万円 

４ 契約の相手方 

  東広島市西条町田口２９３１番地４５ 

  ホクエイ設備工業株式会社 東広島営業所 

  東広島営業所長 圓 道 盛 夫 
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 （提案理由） 

 令和４年度小学校施設整備事業東西条小学校長寿命化改良及び増築工事（機械）

その２の請負契約を締結するに当たり、その予定価格が１億５,０００万円以上で

あるため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。
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議案第１７７号 

 

   請負契約の変更について 

 

 令和２年６月３０日議決第１５１号により議決を経た令和２年度土木施設災害復

旧事業・農業用施設災害復旧事業河内地区災害復旧工事（２－１）の請負契約を次

のとおり変更することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、議会

の議決を求める。 

 

  令和４年１２月２２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 「３ 契約金額 ５億９,８８４万円」を「３ 契約金額 ２億８,２９８万８,

２００円」に改める。 
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 （提案理由） 

 令和２年度土木施設災害復旧事業・農業用施設災害復旧事業河内地区災害復旧工

事（２－１）の請負契約について、工事の内容の一部を変更する必要が生じたた

め、請負契約金額を変更することについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 
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議案第１７８号 

 

   請負契約の変更について 

 

 令和２年９月２４日議決第１５４号により議決を経た令和２年度土木施設災害復

旧事業・林業用施設災害復旧事業・農業用施設災害復旧事業河内地区災害復旧工事

（２－２）の請負契約を次のとおり変更することについて、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）

第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和４年１２月２２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 「３ 契約金額 ４億７,８８５万７,５００円」を「３ 契約金額 ３億３,３

０４万７,０００円」に改める。 
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 （提案理由） 

 令和２年度土木施設災害復旧事業・林業用施設災害復旧事業・農業用施設災害復

旧事業河内地区災害復旧工事（２－２）の請負契約について、工事の内容の一部を

変更する必要が生じたため、請負契約金額を変更することについて、議会の議決を

求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 


